
様式第１号（第７条及び９条関係）

福山市上下水道事業管理者　様

申請日 申請内容
申請 内容変更 中止 廃止

申請者 添付書類

名前 印

連絡先 （ ） -

止水板設置場所 工事施工業者

土地所有者(申請者と同じときは記入不要)

業者名

連絡先 （ ） -

内容変更，中止，廃止する場合の理由
名前 印

連絡先（ ） -

裏面につづく

古野上町15番25号

084 928 1090

住所

084 921 2111

福山市東桜町3番5号

株式会社　〇〇〇〇

ﾌﾘｶﾞﾅ

2019年　4月　1日

住所 　 土地及び建築物の所有者を明らかに
　 する書類（登記事項証明書・固定資
　 産評価証明書等）
　 止水板のカタログ又は構造図
　 見積書（写し可）
　 止水板設置予定場所の写真
　 その他（　　　　　　　　　　　）

止水板設置補助金交付申請書

１ 申請に当たり，次のことを誓約します。
　（１）止水板設置完了後は，止水板を適正に維持管理し，事故防止及び安全対策に努める
        とともに，補助金交付の日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年
        大蔵省令第15号）で定める耐用年数を経過するまで存続させること。
　（２）補助金の交付決定を受けて止水板の設置等を行ったことにより，補助事業者又は第
　　　　三者に事故，紛争等が生じた場合や止水板の設置を行った後に建築物への浸水被害
　　　　が発生した場合において，福山市にいかなる責も追及しないこと。
　（３）申請者の転居等に伴い止水板を第三者に譲渡するときは，譲渡を受ける者に上記の
　　　　内容を承継させること。
　
２ 申請に当たり，次のことに同意します。
　　福山市上下水道事業管理者が，市税，水道料金，下水道使用料，下水道事業受益者負担
　　金及び公共下水道事業分担金の納付状況を閲覧，確認すること。

３ 次に掲げるいずれにも該当しません。また，必要に応じて広島県警察本部に照会すること
   に承諾します。
　（１）暴力団（福山市暴力団排除条例(平成２４年条例第１０号。以下「条例」という。)
　　    第２条第１号の暴力団をいう。）
　（２）暴力団員等（条例第２条第３号の暴力団員等をいう。）

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

福山市古野上町15番25号

福山　太郎
ﾌｸﾔﾏ　ﾀﾛｳ

　福山市補助金交付規則及び福山市止水板設置補助金交付要綱に基づき，補助金の交付を受
けたいので，関係書類を添えて申請します。

　 私の所有する土地に，止水板の設置等を
 行うことに承諾します。

福山市

※法人の場合は，法人名，代表者名，代表者印等を記入



様式第１号裏面

交付申請額
１.止水板寸法

金 円 （全   体） 幅 ｍ×高さ ｍ
（1枚当り） 幅 ｍ×高さ ｍ
２.止水板材質

３.工事期間
　 着手予定年月日

　 完成予定年月日

止水板の設置等に必要な経費（見積書の内容を確認し記入してください。）

用語の定義

設置工事：止水板の設置を行う工事

平面図 （止水板を設置する土地と建築物，止水板を設置する位置等を記入してください。）

195,000

0

合　計 210,600

関連工事

小　計

止 水 板 150,000

　　　　　　　　2019年　6月　1日

※補助金額は，止水板の設置等に必要な経
費の合計額の２分の１以内に相当する額。
ただし，補助限度額は500,000 円とし，
1,000円未満の端数があるときは，その端
数は切り捨てる。

項　目 金　額（円）

関連工事：止水板の止水効果を高めるために行
　　　　　う工事で外壁の防水工事や土間コン
          クリート打設工事等

設置工事 45,000

消 費 税 15,600

止 水 板：大雨で浸水した道路等から，水が建
　　　　　築物内部へ浸入することを防ぐため
　　　　　のもの（浸水に耐える丈夫な材質で
　　　　　取外しや繰り返し使用が可能な商品
　　　　　として販売されているもの）

事業計画

　　　　　　　　2019年　4月　1日

105,000

金属製

6.0
2.0

0.6
0.6

2分の1，千円未満切捨て

止水板設置工事

止水板

家 屋

敷地境界


